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「改正障害者差別解消法パンフレット等作成業務」仕様書 

 

 

１ 作成物の名称 

 (1) 改正障害者差別解消法パンフレット（紙媒体・電子） 

 (2) 改正障害者差別解消法キックオフセミナーチラシ（電子のみ） 

 

２ 業務の概要 

改正差別解消法の概要および県で開催するセミナーの内容を踏まえ、改正障害者差別解消法

パンフレットを作成する。また、開催セミナーのチラシを作成する。 

 

３ 期間 

  契約締結の日から令和６年２月27日まで 

 

４ 事業費 

９５０千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

５ 内容 

 (1) 改正障害者差別解消法パンフレットの作成・印刷、WEBサイト公開用データ作成 

   改正障害者差別解消法について分かりやすくまとめたパンフレットを作成すること。 

  ① 規格等 

   ・サイズ   ：Ａ４縦 

   ・仕上げ   ：中綴じ 

   ・紙質    ：キンマリ 菊判 76.5k 

   ・ページ数  ：12ページ（フルカラー） 

   ・印刷部数  ：500部 

   ・音声コード ：Uni-Voice、切り欠き付 

   ・電子データ ：再編集可能な印刷用データ及びWEBサイト掲載用に容量を小さくしたデータ 

  ② 内容 

   ・改正障害者差別解消法の概要（６～８ページ） 

・令和５年11月実施予定の「改正障害者差別解消法を考えるキックオフセミナー」の講演

概要（４～６ページ） 

   ・全ての文字にルビを振る 

  ③ 納品 

   ・納品物   ：改正障害者差別解消法パンフレット 500部 

           電子データ（DVD-R等）１部 

   ・納品場所  ：兵庫県庁１号館３階障害福祉課、その他指定する場所 

   ・納期    ：電子データは令和６年２月13日、紙媒体は令和６年２月27日 

  ④ その他 

   ・改正障害者差別解消法の概要は、内閣府作成のリーフレットを参考のうえ、「第２期ひ

ょうご障害者福祉計画わかりやすい版」のようにデザイン面で分かりやすく工夫するこ
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と。令和５年11月末までに素案を作成すること。 

    ※内閣府のパンフレットURL 

     https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html 

   ・「改正障害者差別解消法を考えるキックオフセミナー」の講演概要作成に向けて、セミ

ナー企画段階の打合せに参加し、事前に情報把握すること。 

   ・Uni-Voiceの印刷用データを作成すること。 

   ・校正は最低３回行うこと。校正用原稿は、紙媒体２部とPDFファイル形式に変換した電子

データを提出すること。 

   ・電子データは低解像度PDFファイル（WEBサイト掲載用・ディスプレイ表示及び印刷して

も判別可能なもの）及び画像解像度300dpi以上の高解像度PDFファイルを提出すること。 

 

 (2) 改正障害者差別解消法キックオフセミナーチラシのWEBサイト公開用データ作成 

   改正障害者差別解消法キックオフセミナーの広報チラシを作成すること。 

  ① 規格等 

   ・サイズ   ：Ａ４縦 

   ・ページ数  ：２ページ（フルカラー） 

   ・電子データ ：再編集可能な印刷用データ及びWEBサイト掲載用に容量を小さくしたデータ 

  ② 内容 

・令和５年11月実施予定の「改正障害者差別解消法を考えるキックオフセミナー」の募集

チラシ（表面はタイトル・イメージ図等、裏面はプログラム・登壇者プロフィール等を

想定） 

  ③ 納品 

   ・納品物   ：電子データ（DVD-R等）１部 

   ・納品場所  ：兵庫県庁１号館３階障害福祉課、その他指定する場所 

   ・納期    ：令和５年９月29日 

  ④ その他 

   ・現時点の講演企画案は別紙参照 

・校正は最低３回行うこと。校正用原稿は、PDFファイル形式に変換した電子データを提出

すること。 

   ・電子データは低解像度PDFファイル（WEBサイト掲載用・ディスプレイ表示及び印刷して

も判別可能なもの）及び画像解像度300dpi以上の高解像度PDFファイルを提出すること。 

 

 

６ その他 

 (1) この業務で得られた著作物等の成果等については、原則、兵庫県に帰属するものであるこ

と。従前権利を有するものなど、著作権を帰属できないものに関しては、事前にその理由を

明記すること。 

 (2) この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めのない事項に

ついては、県と事業者が必要に応じて協議するものとする。 
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（別紙） 

講演企画案 

 

１．タイトル 

  メタバース開催 

「接客の未来とテクノロジー ～改正障害者差別解消法を考えるキックオフセミナー～」 

 

２．内容 

 (1)基調講演 

 (2)行政説明 

 (3)先進テクノロジーに関わる先進事例取組（２社） 

 (4)パネルディスカッション（４名程度） 

 

３．対象 

  民間事業者、経済団体、行政関係者（県内市町職員、近隣府県・国関係者）、福祉関係者、 

一般 

 

４．日程 

  令和５年11月24日（金）13:30～16:30 

 

５．定員 

  ・メタバース会場参加：80名 

・オンライン視聴：300名 


